
第５号議案 

 

八王子市認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 
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   八王子市認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例 

 八王子市認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準に関する条例

（平成２６年八王子市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

   附 則    附 則 

（幼保連携型認定こども園の職員配置に係

る特例） 

（幼保連携型認定こども園の職員配置に係

る特例） 

第３条 この条例の施行の日から起算して１

０年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携

型認定こども園についての第２８条第３項

の規定の適用については、同項の表備考第

１号中「かつ、」とあるのは、「又は」と

することができる。 

第３条 この条例の施行の日から起算して５

年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型

認定こども園についての第２８条第３項の

規定の適用については、同項の表備考第１

号中「かつ、」とあるのは、「又は」とす

ることができる。 

  

  
   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 



 


